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ン し る Guidelines for Drinking-water Quality, 4th edition, 2011

Table 9.2  

 

 の Liquid food の ーに し に のの 1

定 る の し 文献 1-01) の に る  

  「 くの EU に の く し に

る 物の 直 る の に くの ー

に 原子力 の する

る の全 性

f 値 し の の

く る る の し

規制 放射線 し する る

の の に委 る の く 規制 に

る る 」 

 

 

 に る EU 食品規制  

 の  

原子力 に る食品 規制 の の に 定

規 3954/87 の 等 する 2011 年 3 月 11 に

し 原子力 の し 規 Implementing Regulation

定し の の規 3954/87 する の

規 の規制 す ン 規制 EU の

規 る の の 性 る に 規 の

の の の 規 の  

 食品の放射線 査 見直し し 規 の

る  

 に 放射性セ 等に る食品の の に

に し する 調査 規

2017/2058 2017 年 11 月 10 し  

 

 

 の 規  

 に EU に し 食品規制に の に し に

する  
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(1) 規 297/2011 2011 年 3 月 25  
1-1)  

4.2.1 食品中の放射性物質の 度 EU 規 297/2011  
 食品 

 
食品 品 

の 食品

ー

ー く  
食品 

放 射 性 Sr に

Sr-90 の  75 125 750 125  

放射性 I に I-131
の  150 500 2,000 500  

Pu Pu の 放

射性 の

に Pu-23,Am-241 
1 20 80 20 

 

10
の放射性 の

に

Cs-134,Cs-137(C-14, 
H-3 K-40
く) 

400 1,000 1,250 1,000 

1,250 
子 子

2,500 
の 5,000 

1 規 3954/87 の  
 2 ー ー に する 「 の 食品」の 10 規 944/89  

 
1-2) 制  

   2011 年 3 月 11 に の る  
   

の食品 る  
   し の食品 る I-131 Cs-134/137 の

の 1-1) し る す  
 

(2) 規 351/2011 2011 年 4 月 11  
 2-1) の の  

の 3 月 17 「 食物 制 に関する 」 定規制値

し る食品に 食品 法 6 2 に 規制

し に する  
の EU の 定 の る

規制 「 の する

物に し 」 の の

る に  
  の規制 に る EU に くる に す

る る 食品に し る の 性

る る の EU の
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く 定 る の 食品に し の

定 に す  
 

2-2) 書  
4.2.2 度の EU 規 351/2011  

 食品 

 
食品 品 

の 食品

食品

く  
食品 

放 射 性 Sr に

Sr-90 の  75 125 750 125  

放射性 I に I-131
の  100 300 2,000 300 2,000 

Pu Pu の 放

射性 の

に Pu-23,Am-241 
1 1 10 1 

 

10
の放射性 の

に

Cs-134,Cs-137(C-14, 
H-3 K-40
く) 

200 200 500 200 Cs-134/137  
500 

 
2-2) 制  

   

の食品に し

る す  
 

(3) 規 961/2011 2011 年 9 月 27  
3-1)  

   規 351/2011 2011 年 4 月 11 し  
 

3-2) 制  
   2011 年 3 月 11 に の る  
   

の食品 る  
    
   し の食品 る I-131 Cs-134/137 の

の 3-1) し る す  
 

(4) 規 284/2012 2012 年 3 月 29  
  4-1) 規制  
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   2011 年 3 月 28 に の  
   2011 年 3 月 11 に の  
   ー  
    ー に CN ー の る の

ー の 規 2016/1821  
 
  4-2)食品に する放射性セ  
   2012 年 4 月 し る に EU 規

の放射性セ  
 

4.2.3 の る に  
   食品  

 食品 品 
 

の食品

く  
ータ

ー  
し

の  
品 

ーター

の

し

の  

Cs-134/137  50 50 100 10 

   
 の     

Cs-134/137  100 80 160 40 

 
  の 規 284/2012 規制値の し

の る 直 定規制値 し の る 食品

食品 放射性物質 の 「食品中の放射性

物質に る規 の 定に 」 2011/12/22 の

EU し の る  
 
  4-3) の の  

の規制 2012 年 2 月 24 に 定し Cs-134/137 に の し

る の し の  
 
    a) 品 2012 年 3 月 31 に ーター

200Bq/kg の放射性セ 2012
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年 3 月 31 に 品 く の食品 500Bq/kg の放射性

セ  
    b) 2012 年 9 月 30 に る 品 放射性セ

500Bq/kg  
    c) 2012 年 12 月 31 に に 500Bq/kg の

放射性セ  
    d) 2012 年 12 月 31 に 品 500Bq/kg

の放射性セ  
 

(5) 規 996/2012 2012 年 10 月 26  
  5-1) 規制  

2011 年 3 月 28 に の  
   2011 年 3 月 11 に の  
   ー CN ー 2203 2208  
     2203 ー  
     2204 ン  
     2205  
     2206 の  
     2207 性 ー ー 度 80  
     2208 性 ー ー 度 80  
   CN ー の 規 2016/1821  
 
  5-2) の規制 の 定 定 の  
   の に 規 284/2012 2012 年 3 月 29 し  
 
  5-3)放射性セ に関する規制 
   規 284/2012 2012 年 3 月 29 し  
 

(6) 規 322/2014 2014 年 3 月 28  
  6-1)規制 の見直し 
   る 物等の タ ン 規制

の見直し  
 

6-2) の規制 の 定 定 の  
   の に 規 284/2012 2012 年 3 月 29 し  
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  6-3)放射性セ に関する規制 
   規 284/2012 2012 年 3 月 29 し  
   の 規 2015 年 3 月 31 に見直す  
 

(7) 規 2015/328 2015 年 3 月 2  
   規 322/2014 の  
   の の に る 書の に  
 

(8) 規 2016/6 2016 年 1 月 5  
   規 322/2014 し 規 に る 放射性セ に

る し 値に の 食品

ー 等 に し 度 する の  
 

(9) 規 2017/2058 2017 年 11 月 10  
   規 2016/6 EU る食品に 放射性セ

に る規制の る食品の見直し セ に関する 値

に  
 
 

 の規制 関に る  
 EU の に る の規制 関 し

等に  
 
 (1) の  
   1-4 に 「 食品 食品 放射性物質 」に

に の に

し  
 
  1-1) 直 の  
    直 の し の原子力安全委 に

「 食物 制 に関する 」 定規制値 し る食品に

食品 法 に 規制 し に し

し 2011/3/17 の くの の「 定規制値」 する

 
  1-2) 食品 の  
   食品安全委 の 定規制値に る
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の 食品安全委 放 等

「 書 食品中に る放射性物質」 し 2011/10 の

中 に る 性の し 「 線量 し 100mSv
の に する る 見 」

の見  
   食品 食品 放射性物質 2011.10.31

2011.10.28 に の に

の  
    「 の 定規制値 食品 する の る線量 放射性セ

年 5 ー し 定し る の 定規制値に

し る食品 の に 安全

る し 食品の安全 安 する

に 年 月 に 定の る線量

年 1 ー に る し 食品

に 規制値 定の の く 」 
    年 1mSv する の し 規 る CODEX の

る し 食品中の放射性セ の 度 くの食品

の に 度 に る る

の の 2011/7/12 の 定規制値 CODEX
EU の し る  

   「食品中の放射性物質に る規 の 定に 」 2011/12/22  
の 平成 23 年 12 月の 報告書 し

 
 
  1-3)規 の  

4.2.4 値 
食品  放射性セ の 値(Bq/kg) 

 10 
食品 50 
 50 

食品 100 
 
    の 規 の る の の に

の に る  
   線量 1mSv/y  
    ALARA の し CODEX 食品の し の値
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る に る  
   規制  
    中に放 に の原子力安全 安 の に

セ Cs-134 Cs-137 ン Sr-90 Ru-106
Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 規 に る規制

の る放射性 する  
    放射性セ の 定に る 放射性セ の

し し ー に放射性セ の

値 定する  
    放射性 I-131 し 定規制値 定 る

原 に る線量全 の る放射性 の中

I-131 平成 23 年 月 15 に食品

の 報告 規制の し  
ン に 原 の る 定 る

ンの に する ンの に 見

放 量 る 規制の し  
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   食品  
4.2.5 食品 の 定  

食品  定  る食品の  

 

す の⼈ し

量  ⼤  

WHO 中の放射性物質の

値 10Bq/kg  
中の放射性物質

 

直 する 調 に する

の 関  

食品 
食品安全委 「 の に

 性 成⼈ ⾼
性」  

法 平成 14 年法 103
26 1 の規定に く

食品の 「 」に する の

の 
品の成 規 等に関する

26 年 52 の

等  

 

子 の 量 に  

食品安全委 「 の に

性 成人

性」  

 

食品 

の に 「 食品」 し

し  
人の食 の する食品

の の にする

 
に やす 規制 

ー 委 の

 

の食品 

 
 (2) の  
  2-1)EU 規 の  
    食品中の放射性物質に る安全 に に

の の食品に し 査等の

の に 物等の

業 等 の 報 EU の に EU 規 の

に る EU 規 規 等に る し

制 等に る に 関 関 報 し の ー

ー 定の し 食品に し EU 規

「EU の放射性物質 に する の 」 する

の に  
   食 業 し  
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   食品  
4.2.5 食品 の 定  

食品  定  る食品の  

 

す の⼈ し

量  ⼤  

WHO 中の放射性物質の

値 10Bq/kg  
中の放射性物質

 

直 する 調 に する

の 関  

食品 
食品安全委 「 の に

 性 成⼈ ⾼
性」  

法 平成 14 年法 103
26 1 の規定に く

食品の 「 」に する の

の 
品の成 規 等に関する

26 年 52 の

等  

 

子 の 量 に  

食品安全委 「 の に

性 成人

性」  

 

食品 

の に 「 食品」 し

し  
人の食 の する食品

の の にする

 
に やす 規制 

ー 委 の

 

の食品 

 
 (2) の  
  2-1)EU 規 の  
    食品中の放射性物質に る安全 に に

の の食品に し 査等の

の に 物等の

業 等 の 報 EU の に EU 規 の

に る EU 規 規 等に る し

制 等に る に 関 関 報 し の ー

ー 定の し 食品に し EU 規

「EU の放射性物質 に する の 」 する

の に  
   食 業 し  
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  2-2) 査 の  
    る 物等の 査 に

の全 ータ の ー ー 公 る  
 

4.2.6 査  
 
 
 
 査  

放射性セ 値 
100Bq/kg  

放射性セ 値 
100Bq/kg  

放射性セ

値

100Bq/kg
の  

50Bq/kg  
「 」

 

50Bq/kg  
100Bq/kg 

 

100Bq/kg  
500Bq/kg  

500Bq/kg 
定規制

値  
24 年

度 
全

査

 

1,037  1,036  2,086 84 0 0.0008% 

査

 

9,213 9,204 0 0 0 0% 

23 
年度 

26,464 25,063 809 553 39 2.24% 

 
1 値 50 Bq/kg し  
2 24 年度の に の し 全 査

25 年度に 査し 24 年 の 平成 26 年 2 月 28  
3 23 年 の に の 制 の の に

の 2 の調査 制に 放射性物質調査  
 

の 23 年度 の に 定規制値 500 Bq/kg る

放射性物質 し 調査の 査  
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4.2.7 査  
 

 
 

 
査

 

放射性セ 値 
100Bq/kg  

放射性セ 値 
100Bq/kg  

放射性セ

値 
100Bq/kg
500Bq/kg
定規制

値 の品

 

500Bq/kg
定規制

値 の品  

放射性セ

値

100Bq/kg
の  

50Bq/kg 
「

」

 

50B q/kg
 

100Bq/kg
 

100Bq/kg 
 

500Bq/kg 
 

500Bq/kg 
定規

制値  

24 年 
度 

18,570 18,555 10 5 0 

ン

1 
タ

ン ン  

1 

 0.03% 

23 
年 度

 
12,671 12,130 156 246 139 2  3  3.0% 

 

1 : 1 の に 被 の に る の 性  

2 : タ

ン セ セ ー ン ン

 セ タ ー ン

タ  

3 : タ セ

セ  タ ン ー ン

  

4 : 23年度に し し ン

24 年度 「 の 」 し  

5 : ン セ ン の し る のに

「 の 」 し 「 」 し  

 
の の に 500Bq/kg 年 定規制値 し

100Bq/kg 年 規制値 る  
 



 

 

 

付
属

1.
2-

1 
 

付
属

資
料

1-
2 

「
課

題
文

献
概

要
」

 
文

献
名

 
要

点
 

7-
1-

1 
C

O
U

N
C

IL
 R

E
G

U
LA

TI
O

N
 (E

ur
at

om
) 2

01
6/

52
 o

f 1
5 

Ja
nu

ar
y 

20
16

 la
yi

ng
 d

ow
n 

m
ax

im
um

 p
er

m
it

te
d 

le
ve

ls
 o

f r
ad

io
ac

ti
ve

 c
on

ta
m

in
at

io
n 

of
 fo

od
 a

nd
 fe

ed
 fo

llo
w

in
g 

a 
nu

cl
ea

r 
ac

ci
de

nt
 

or
 

an
y 

ot
he

r 
ca

se
 

of
 

ra
di

ol
og

ic
al

 
em

er
ge

nc
y,

 
an

d 
re

pe
al

in
g 

R
eg

ul
at

io
n 

(E
ur

at
om

) 
N

o 
39

54
/8

7 
an

d 
C

om
m

is
si

on
 R

eg
ul

at
io

ns
 (

E
ur

at
om

) 
N

o 
94

4/
89

 a
nd

 (E
ur

at
om

) N
o 

77
0/

90
 

原
子
力

事
故

あ
る

い
は

い
か

な
る

放
射

線
緊

急
事

態
の

発
生

後
に

お
け

る
食

物
・
飼

料
の

放
射
能

汚
染

の
最

大
許

容
レ

ベ
ル

を
設

定
し
、
規

制
（

E
U

R
AT

O
M
）

N
o 

39
54

/8
7
及

び
委

員
会

規
則

（
E

U
R

AT
O

M
）

N
o 

94
4/

89
及

び
N

o 
77

0/
90

を
廃
止
と

す
る

。
 

 （
E

U
の

基
準
関

連
）

 
指

令
20

13
/5

9：
放

射
線
防

護
に

係
る

基
本

基
準

、
水

の
汚

染
に

係
る

要
件

を
設

定
（

7-
1-

4）
 

規
則

N
o.

39
54

/8
7：

原
子

力
事

故
後

に
適

用
さ

れ
る

放
射

能
汚

染
の

最
大

許
容

レ
ベ

ル
を

設
定

（
7-

1-
2）

---
-＞

廃
止

 
E

U
放

射
線
防
護

Pu
bl

ic
at

io
n 

10
5：

規
則
の

基
本

に
つ

い
て

記
載

（
原

子
力

事
故

後
に

適
用

す
る

E
U

食
品

制
限

基
準

）（
7-

1-
3）

 
 （
重

要
項
目

）
 

定
義

（
第
２

条
）
：

一
般

食
品
、

水
、

マ
イ

ナ
ー

フ
ー

ズ
等

の
定

義
。

 
 最
大

許
容
レ

ベ
ル

：
事

故
時

に
適

用
す

る
実

施
規

則
im

pl
em

en
ti

ng
 R

eg
ul

at
io

n 
 
 

 
 
 

 
 

 
A

nn
ex

 1
：

一
般

食
品

の
放

射
能

汚
染

許
容

レ
ベ

ル
（

出
典

 
関

連
資

料
：

規
則

39
54

/8
7、

7-
1-

2）
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A

nn
ex

 2
：

マ
イ

ナ
ー

フ
ー

ズ
の

リ
ス

ト
、

最
大

許
容

レ
ベ

ル
 

 
 

 
 
 

 
 

 
A

nn
ex

 3
：

飼
料

の
最

大
許

容
レ

ベ
ル

（
出

典
 

関
連

資
料

77
0/

90
/E

U
R

AT
O

M
）

 
 

7-
1-

2 
C

O
U

N
C

IL
 R

E
G

U
LA

TI
O

N
 (

E
U

R
AT

O
M

) 
N

o 
39

54
/8

7 
of

 2
2 

D
ec

em
be

r 
19

87
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ng
 d

ow
n 
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ax
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nt

 o
r 

an
y 

ot
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r 
ca

se
 o

f 
ra

di
ol

og
ic

al
 

em
er

ge
nc

y 
 

原
子

力
事

故
あ

る
い

は
放

射
線

緊
急

事
態

の
発

生
後

に
お

け
る

食
料

品
・

飼
料

品
の

放
射

能
汚

染
の

最
大

許
容

レ
ベ

ル
を

設
定

し
た

も
の

で
、

上
記

の
文

献

（
7-

1-
1）

が
施

行
さ

れ
た

こ
と

で
廃

止
さ

れ
た

。
 

 （
E

U
の

基
準
関

連
）

 
基
本

安
全
基

準
：

指
令

21
1/

59
/E

ur
at

om
（

チ
ェ

ル
ブ
イ

リ
事

故
以

前
の

基
準

）
 

 
 
 

 
 

 
 

re
pl

ac
e 
指

令
80

/8
36

/E
ur

at
om

 
 

 
 

 
 

 
 

am
en

d 
指

令
 8

4/
46

7/
E

ur
at

om
 

 一
般
食

品
安

全
基

準
 

A
nn

ex
 ：

規
則

20
16

/5
2

の
元

と
な

る
基

準
（

飼
料

に
つ

い
て

は
記

載
な

し
。

マ
イ

ナ
ー

フ
ー

ズ
に

つ
い

て
は

今
後

の
対

応
と

し
て

A
rt

ic
le

 7
に

記
載

）
 

 規
則

94
4/

89
：

マ
イ

ナ
ー

フ
ー

ズ
に

つ
い

て
具

体
的

な
リ

ス
ト

を
示

す
。

 
規

則
22

18
/8

9：
一

般
食
品

に
つ

い
て

の
許

容
基

準
表

を
追

記
。

 
規

則
77

0/
90

：
飼

料
の
許

容
レ

ベ
ル

に
つ

い
て

具
体

的
に

示
す

。
 

 
7-

1-
3 

E
U

 R
ad

ia
ti

on
 p

ro
te

ct
io

n1
05

 (
E

U
 F

oo
d 

R
es

tr
ic

ti
on

 C
ri

te
ri

a 
fo

r 
A

pp
lic

at
io

n 
af

te
r 

an
 A

cc
id

en
t)

, 1
99

8 
 

E
U
「

放
射

線
防

護
 1

05
」（

事
故

後
に
適

用
す

る
E

U
食

物
制

限
基

準
）
。
現

在
の

基
準

で
示

さ
れ

て
い

る
規

制
対

象
核

種
の

カ
テ

ゴ
リ

ー
区

分
を

再
検

討
し

、

適
用
を

よ
り

広
範

に
拡

大
す

る
た

め
の

オ
プ

シ
ョ

ン
を

示
唆

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
 

基
準
策

定
の

経
緯

：
規
則

39
54

/8
7（

事
故

直
後

）
 

 
 

 
 
 

 
 

 
am

en
d 

22
18

/8
9/

E
ur

at
om

 
 
 

 
 
 

 
 

 
su

pp
le

m
en

te
d 

94
4/

89
/E

ur
at

om
 

IC
R

P
関

連
：

Pu
bl

ic
at

io
n 

63
、

Pu
bl

ic
at

io
n 

72
（

線
量
係

数
）

 
本
文

献
10

5
の

目
的

：
現

在
の

食
品

及
び

対
象

核
種

の
カ

テ
ゴ

リ
ー

を
再

検
討
し

、
よ
り

広
範

な
環

境
に

そ
れ

ら
を

適
用

で
き

る
よ

う
に

す
る
。

 
 （
核

種
カ
テ

ゴ
リ

ー
の

再
検

討
）

 
・
核

種
カ
テ

ゴ
リ

ー
の

見
直

し
（

特
に

カ
テ

ゴ
リ

ー
４

：
半

減
期

10
日

以
上
の

核
種

、
C

-1
4
及

び
H

-3
を

除
く

）
 

・
Ta

bl
e2

と
し

て
、

対
象

核
種

と
そ

の
摂

取
時

の
線

量
係

数
が

B
SS

か
ら

引
用

さ
れ
て

い
る

（
D

ir
ec

ti
ve

 9
6/

29
/E

ur
at

om
 L

15
9/

1 
19

96
）

 
・
カ
テ
ゴ

リ
ー
４

に
つ

い
て

は
、
半

減
期

に
基
づ

い
て

さ
ら

に
３

つ
に

区
分

す
る

考
え

方
、
そ
し

て
1
歳

未
満
の

小
児

に
対

す
る

線
量

係
数

に
基

づ
い

て
２

つ

に
区

分
す
る

考
え

方
が

提
示

さ
れ

た
（

Ta
bl

e3
、

Ta
bl

e4
）
。

 
 （
食

品
カ
テ

ゴ
リ

ー
の

再
検

討
）

 
・
事
故

後
の

汚
染

状
況

は
事

例
毎

、
地

域
毎

、
そ

し
て

当
該

地
域

の
食

習
慣

等
様

々
な

要
因

に
左

右
さ

れ
る

こ
と

を
踏

ま
え

、
E

U
R

12
55

3E
N

(1
99

1)
で

の
安

全
側

の
推
定

に
基

づ
い

て
許

容
限

度
を

評
価

し
た

。
 



 

 
 

付
属

1.
2-

2 
 

・
そ

の
結
果

を
、

各
種

毎
、

食
品

種
別

毎
、

そ
し

て
年

齢
層

毎
に

評
価

し
た

年
間

被
ば

く
線

量
と

し
て

Ta
bl

e 
5
に

示
す

。
そ

れ
ら

の
評

価
の

根
拠

と
な

る
食

品
毎

の
一
人

当
た

り
の

年
間

消
費

量
に

つ
い

て
は

Ta
bl

e 
6
に

示
さ

れ
て
い

る
。

 
 （

他
の

国
際

機
関

の
勧
告

IC
R

P、
IA

E
A
、

C
A

C
）

 
・

E
U

の
規
則
を

、
IC

R
P
の

適
化

の
概

念
で

チ
ェ

ッ
ク

し
、

改
訂

す
る

必
要

は
な

い
と

結
論

付
け

た
。

 
7-

1-
4 

C
O

U
N

C
IL

 D
IR

E
C

TI
V

E
 2

01
3/

51
/E

U
R

AT
O

M
 o

f 2
2 

O
ct

ob
er

 2
01

3 
la

yi
ng

 d
ow

n 
re

qu
ir

em
en

ts
 f

or
 t

he
 p

ro
te

ct
io

n 
of

 t
he

 h
ea

lt
h 

of
 t

he
 g

en
er

al
 p

ub
lic

 w
it

h 
re

ga
rd

 t
o 

ra
di

oa
ct

iv
e 

su
bs

ta
nc

es
 in

 w
at

er
 in

te
nd

ed
 fo

r 
hu

m
an

 c
on

su
m

pt
io

n 
 

人
間

が
消
費

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
た

水
に

含
ま

れ
る

放
射

性
物

質
に

関
し

て
、

一
般

公
衆

の
健

康
を

防
護

す
る

た
め

の
要

件
を

設
定

す
る

。
 

（
水

質
基
準

）
 

・
人

間
が
直

接
使

用
す

る
水

資
源

に
つ

い
て

は
、

指
令

98
/8

3/
E

C
で

規
定

さ
れ

て
い

る
が

、
そ

の
う

ち
放

射
能

に
係

る
条

項
を

本
指

令
で

取
替

え
る

も
の

で

あ
る

。
 

・
水

関
連
の

規
則

の
改

訂
に

至
っ

た
理

由
と

し
て

は
、
先
の

B
SS

以
降

、
E

U
が

放
射

線
防
護

に
係

る
指

令
を

発
行

し
て

関
連

基
準

等
の

改
訂

を
行

っ
て

き
た

こ
と

、
そ
し
て

IC
R

P
の

90
年

勧
告

に
よ
り

放
射

線
防

護
の

考
え

方
が

大
き

く
変

化
し

て
き

た
こ

と
を

受
け

、
19

96
年

5
月

に
新

し
い

B
SS

が
発

行
さ

れ
た

こ
と
に

よ
る

（
新

B
SS

、
指

令
96

/2
9/

E
U

R
AT

O
M
）。

 
 （

新
基

準
の

改
訂

点
）

 
指
令

98
/8

3/
E

U
R

AT
O

M
の

放
射

能
関

連
事

項
か

ら
指
令

20
13

/5
1/

E
U

R
AT

O
M

へ
の

変
更
・

追
記

事
項

 
・

水
中

の
核

種
に

対
す

る
規

制
を

、
ト

リ
チ

ウ
ム

の
他

に
ラ

ド
ン

を
追

加
。

 
・

1
年

間
の

預
託

線
量

（
In

di
ca

ti
ve

 D
os

e：
ID

）
の

評
価

に
関

連
し

て
、

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

及
び

分
析

の
対

象
と

す
る

核
種

の
許

容
濃

度
が

記
載

さ
れ

た
。

 
・

A
nn

ex
 1
：

人
が

使
う
水

に
対

す
る

ラ
ド

ン
、

ト
リ

チ
ウ

ム
及

び
ID

の
許
容

限
度

を
示

す
。

 
・

A
nn

ex
 2
：
人

が
消

費
す

る
水

を
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
す

る
た

め
の

考
え

方
を

提
示

。
そ
の

結
果
は

A
nn

ex
 1

で
提

示
し
た

許
容

限
度

を
用

い
て

評
価

す
る
。
元

情
報

は
、

指
令

98
/8

3/
E

U
R

AT
O

M
か

ら
の

引
用

で
あ

る
。

さ
ら

に
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
の

根
拠

と
な

る
規

則
は

、
規

則
85

2/
20

04
の

要
求

事
項

で
あ

る

H
A

C
C

P
の

原
則

、
規
則

88
2/

20
04

で
規

定
さ

れ
た

管
理

原
則

で
あ

る
。

 
・

A
nn

ex
 3

：
ID

は
人

が
消
費

す
る

水
が

も
た

ら
す

１
年

間
の

預
託

線
量

で
あ

り
、

本
A

nn
ex

で
は

、
そ
の

評
価

の
た

め
の

方
法

を
提

示
し

て
い

る
。

年
間

の
許

容
被
ば

く
線

量
0.

1m
Sv

か
ら

の
誘

導
レ

ベ
ル

（
B

q/
l）

を
、

自
然

放
射

能
、

人
工

放
射

能
と

し
て

の
核

種
毎

に
提

示
し

て
い

る
。

さ
ら

に
、

モ
ニ

タ

リ
ン

グ
及
び

そ
の

分
析

方
法

の
レ

ベ
ル

が
妥

当
な

も
の

で
あ

る
た

め
の

基
準

と
し

て
、

検
出

限
界

を
核

種
毎

に
提

示
し

て
い

る
。

 
 

7-
1-

5 
C

O
U

N
C

IL
 D

E
C

IS
IO

N
 o

f 1
4 

D
ec

em
be

r 
19

87
 o

n 
C

om
m

un
it

y 
ar

ra
ng

em
en

ts
 fo

r 
th

e 
ea

rl
y 

ex
ch

an
ge

 o
f 

in
fo

rm
at

io
n 

in
 t

he
 e

ve
nt

 o
f 

a 
ra

di
ol

og
ic

al
 e

m
er

ge
nc

y 
(8

7/
60

0/
E

ur
at

om
) 

 

放
射

線
緊
急

事
態

が
発

生
し

た
際

に
お

け
る

初
期

の
情

報
交

換
に

か
か

わ
る

地
域

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
に

お
け

る
調

整
。

 
（

経
緯

等
）

 
・

IA
E

A
の

原
子

力
事

故
早

期
通

報
条

約
の

発
効

、
そ
し

て
「
欧

州
原

子
力

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ー
を

構
築

す
る

条
約

」
A

rt
ic

le
 2

 (b
)に

基
づ

き
、
提

供
す

べ
き
情

報
に

つ
い
て

記
載

し
て

い
る

。
 

・
IA

E
A
の

条
約

で
は

、
A

rt
ic

le
 2

及
び

A
rt

ic
le

 3
に

お
い
て

、
提

供
す

べ
き

情
報

に
つ

い
て

の
説

明
が

記
載

さ
れ

て
い

る
。

 
 

   
 



 

 

 

付
属

1.
2-

3 
 

付
属
資
料

1-
2 

「
課
題
文
献
概
要
」

 

文
献
名

 
要
点

 

7-
1-

6 
C

O
M

M
IS

S
IO

N
 I

M
P

L
E

M
E

N
T

IN
G

 R
E

G
U

L
A

T
IO

N
 (

E
U

) 
N

o 
29

7/
20

11
 o

f 
25

 
M

ar
ch

 2
01

1 
im

p
os

in
g 

sp
ec

ia
l 

co
n

d
it

io
n

s 
go

ve
rn

in
g 

th
e 

im
po

rt
 o

f 
fe

ed
 a

n
d

 f
oo

d
 

or
ig

in
at

in
g 

in
 o

r 
co

n
si

gn
ed

 f
ro

m
 J

ap
an

 f
ol

lo
w

in
g 

th
e 

ac
ci

de
n

t 
at

 t
h

e 
F

u
k

u
sh

im
a 

n
u

cl
ea

r 
po

w
er

 s
ta

ti
on

 
 

福
島
原
子
力
発
電
所
事
故
に
伴
い
、
日
本
を
産
地
と
す
る
、
あ
る
い
は
日
本
か
ら
輸
送
さ
れ
た
食
物
・
飼
料
の
輸
入
に
つ
い
て
特
別
な
条
件
を
課
す
。

 
（
適
用
基
準
）

 
・
規
則

39
54

/8
7（

19
87

年
）（

7-
1-

2）
 

 
 

-規
則

94
4/

89
マ
イ
ナ
ー
フ
ー
ズ

 
-規

則
22

18
/8

9：
一
般
食
品
に
つ
い
て
の
許
容
基
準
表
を
追
記

 
-規

則
77

0/
90

：
飼
料
の
許
容
レ
ベ
ル

 
（
対
象
と
な
る
食
品
等
）
 

A
rt

ic
le

 1
 

・
日
本
か
ら
の
食
品
等
の
輸
入
に
際
し
て
は
、
規
則

39
54

/8
7
に
基
づ
く
検
査
を
課
す
。

 
・
適
用
除
外
と
し
て
、

20
11

年
3
月

28
日
以
降
に
日
本
を
出
発
し
た
も
の
、
そ
し
て

3
月

11
日
以
前
に
収
穫
・
加
工
さ
れ
た
も
の
は
適
用
除
外
（
詳
細
は

A
rt

ic
le

 2
）
。

 
 （
専
門
機
関
に
よ
る
日
本
か
ら
の
輸
入
に
対
す
る
検
査
）

 
・

A
rt

ic
le

 4
で
は
、
日
本
側
当
局
に
よ
る
輸
出
前
検
査
を
課
し
た
。

 
・

A
rt

ic
le

 1
に
規
定
さ
れ
る
食
品
等
は
、
規
則

66
9/

20
09

の
A

rt
ic

le
 3

で
規
定
す
る
意
味
に
お
い
て
、「

入
域
指

定
地
点

」
（

D
P

E
, 

de
si

gn
at

ed
 p

oi
n

t 
of

 
en

tr
y）

で
E

U
地
域
に
搬
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

 
・
検
査
の
内
容
に
つ
い
て
、

A
rt

ic
le

 5
で
記
載
。

 
 

7-
1-

7 
C

O
M

M
IS

S
IO

N
 I

M
P

L
E

M
E

N
T

IN
G

 R
E

G
U

L
A

T
IO

N
 (

E
U

) 
N

o 
35

1/
20

11
 o

f 
11

 
A

p
ri

l 
20

11
 a

m
en

di
n

g 
R

eg
u

la
ti

on
 (

E
U

) 
N

o 
29

7/
20

11
 i

m
po

si
n

g 
sp

ec
ia

l 
co

n
d

it
io

n
s 

go
ve

rn
in

g 
th

e 
im

p
or

t 
of

 f
ee

d
 a

n
d

 f
oo

d
 o

ri
gi

n
at

in
g 

in
 o

r 
co

n
si

gn
ed

 f
ro

m
 J

ap
an

 
fo

ll
ow

in
g 

th
e 

ac
ci

de
n

t 
at

 t
h

e 
F

u
k

u
sh

im
a 

n
u

cl
ea

r 
po

w
er

 s
ta

ti
on

 

先
の

N
o 

29
7/

20
11

の
修
正
（

7-
1-

6
の
修
正
）
。

 
日
本
側
か
ら
、
輸
出
前
検
査
に
お
け
る
行
動
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
、

E
U

へ
連
絡
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
連
絡
で
、
日
本
国
内
で
は
そ
れ
ら
の
食
品
を
市
場
に
出

す
こ
と
、
輸
出
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
連
絡
が
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
規
制
が
長
期
に
渡
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
従
っ
て
、
日
本

国
内
で
適
用
さ
れ
て
い
る
行
動
レ
ベ
ル
と
整
合
性
を
持
た
せ
る
た
め
、

E
U

の
規
則

29
7/

20
11

を
修
正
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
（
修
正
事
項
）

 
①

I-
13

1、
C

s-
13

4、
C

s-
13

7
の
許
容
レ
ベ
ル
を
、
規
則

39
54

/8
7（

及
び
の
そ
の
修
正
・
追
加
）
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
を

A
N

N
E

X
 2

で
規

定
す
る
値
に
変
更
し
た
（
厳
し
い
値
に
変
更
さ
れ
た
）。

 
②
飼
料
に
つ
い
て
は
、
対
象
と
な
る
家
畜
の
種
類
で
は
な
く
、
核
種
ご
と
の
設
定
に
変
更
さ
れ
た
。

 
 

7-
1-

8 
C

O
M

M
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S
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N
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M
P

L
E

M
E

N
T
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 R
E

G
U

L
A

T
IO

N
 (

E
U

) 
N

o 
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1/
20

11
 o

f 
27

 
S

ep
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m
be

r 
20

11
 i

m
po
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n

g 
sp
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ia

l 
co

n
d

it
io

n
s 

go
ve

rn
in

g 
th

e 
im

po
rt

 o
f 

fe
ed

 a
n

d
 f

oo
d 

or
ig

in
at

in
g 

in
 o

r 
co

n
si

gn
ed
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日
本
国
内
に
お
け
る
食
品
汚
染
基
準
変
更
が
多
々
行
わ
れ
て
お
り
、
先
の
規
則

29
7/

20
11（

7-
1-

6）
が
修
正
さ
れ
て
き
た
が
、そ

れ
を
整
理
し
て
規
則

96
1/

20
11

と
し
て
新
た
に
設
定
し
た
。

 
（
重
要
事
項
）
輸
入
食
品
の
添
付
す
る
宣
言
書
に
つ
い
て

 
・

20
11

年
3
月

11
日
以
前
に
収
穫
・
加
工
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

 
・
特
定
県
で
産
出
さ
れ
た
食
品
で
あ
る
場
合
、

I-
13

1、
C

s-
13

4
及
び

C
s-

13
7
に
よ
る
汚
染
レ
ベ
ル
が

A
n

n
ex

 2
以
下
で
あ
る
こ
と
を
、
宣
言
書
で
示
す
。

・
宣
言
書
（
保
証
書
）
の
形
式
は

A
n

n
ex

 1
で
示
さ
れ
て
い
る
。

 
（
検
査
手
順
に
つ
い
て
）
国
境
に
お
け
る
検
査
当
局
の
な
す
べ
き
検
査
に
つ
い
て

 
・

I-
13

1、
C

s-
13

4
及
び

C
s-

13
7
に
つ
い
て
の
抜
き
取
り
検
査

 
 
 

--
特
定
県
で
産
出
さ
れ
た
食
品
輸
入
に
際
し
て
は
、

10
％
を
抜
き
取
り
検
査
す
る

 
 
 

--
特
定
県
か
ら
発
送
さ
れ
た
、
あ
る
は
特
定
県
以
外
の
地
域
で
産
出
及
び
発
送
さ
れ
た
食
品
輸
入
に
際
し
て
は
、

20
％
を
抜
き
取
り
検
査
す
る
。
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先
の
実
施
規
則

96
1/

20
11

（
及
び
そ
の
修
正
版
で
あ
る

13
71

/2
01

1）
を
書
き
換
え
る
（

7-
1-

8
の
修
正
）。

 
（
改
正
の
理
由
）

 
・
日
本
の
規
制
当
局
よ
り

20
12

年
2
月

24
日
、

C
s-

13
4
と

C
s-

13
7
の
和
に
対
す
る
新
し
い
許
容
レ
ベ
ル
が

4
月

1
日
よ
り
適
用
さ
れ
る
と
の
連
絡
が
あ

っ
た
。
こ
れ
は
、
米
、
牛
肉
及
び
大
豆
、
そ
し
て
加
工
食
品
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
レ
ベ
ル
は
、
規
則

39
54

/8
7（

及
び
そ
の
修
正
条
項
）
で
規
定
す
る

レ
ベ
ル
を
下
回
る
も
の
で
あ
っ
た
。
安
全
確
保
の
観
点
で
は
必
要
性
は
な
い
が
、
日
本
と
同
じ
許
容
レ
ベ
ル
と
す
る
こ
と
が
妥
当
と
判
断
さ
れ
た
。

 
注
）
実
施
規
則

96
1/

20
11

の
修
正
版
で
あ
る
実
施
規
則

13
71

/2
01

1
で
、

I-
13

1
に
つ
い
て
の
規
制
は
必
要
な
い
と
判
断
さ
れ
て
い
た
。

 
（
改
正
の
内
容
）

 
・
規
制
対
象
外
と
な
る
食
品
（
酒
、
ウ
ィ
ス
キ
ー
等
）
が
拡
大
し
た
。

 
・
食
品
及
び
飼
料
に
対
す
る

C
s-

13
4、

C
s-

13
7
の
許
容
レ
ベ
ル
が
そ
れ
ぞ
れ
下
げ
ら
れ
た
。

 
・
「
過
渡
的
措
置
（

tr
an

si
ti

on
al

 m
ea

su
re
）
」
と
し
て
、
日
本
の
規
制
当
局
が
採
用
し
た
（

2
月

24
日
付
）
、

C
s-

13
4
及
び

C
s-

13
7
に
つ
い
て
の
許
容
レ

ベ
ル
を
採
用
す
る
（
収
穫
・
加
工
の
時
期
に
よ
り
、
本
来
の
許
容
レ
ベ
ル

A
n

n
ex

Ⅱ
よ
り
緩
和
さ
れ
た
許
容
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
措
置
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事
故
後
２
回
目
の
野
菜
等
の
成
長
期
に
あ
た
り
、
日
本
の
規
制
当
局
か
ら
提
供
さ
れ
た
新
し
い
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
先
の

N
o 

28
4/

20
12

を
置
き
換
え
る
こ
と

と
な
っ
た
。

 
（
改
正
の
内
容
）

 
・

C
s
の
許
容
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
は
、
実
施
規
則

99
6/

20
12

か
ら
変
更
は
な
い
。

 
・
規
制
対
象
に
つ
い
て
変
更
が
あ
っ
た
。
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日
本
の
規
制
当
局
か
ら
提
供
さ
れ
る
情
報
・
デ
ー
タ
に
基
づ
く
見
直
し
結
果
を
踏
ま
え
て
の
実
施
規
則
の
修
正
。

 
（
修
正
内
容
）

 
・
許
容
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
の
見
直
し
は
な
し
。

 
・
日
本
国
内
で
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
結
果
に
基
づ
き
、
規
制
対
象
と
な
る
食
品
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
。
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付属 2.3-1 
 

付属資料 2-3 詳細とりまとめ作成結果 
 

文献番号：07-A05-01(DO-05) 
文献名：「福島県川内村における環境放射能汚染と帰還者の放射線量の評価」 
出典情報： 
Taira Y, Hayashida N, Yamaguchi H, Yamashita S, Endo Y, et al., 
“Evaluation of Environmental Contamination and Estimated Radiation Doses for the 
Return to Residents’ Homes in Kawauchi Village, Fukushima Prefecture”, 
PLoS ONE 7(9): e45816. doi:10.1371/journal.pone.0045816,  Sep. 2012 
（概要） 
福島第一原子力発電所から半径 30km 圏内の制限区域である、福島県川内村に残存する

人工放射能がもたらす環境汚染及び放射線量を評価するため、土壌サンプル、針葉樹の葉、

そしてマッシュルームに含まれる人工放射能の濃度をガンマスペクトロメーターで測定

した。発電所の事故後 3 か月後の 2011 年 12 月 19 日及び 20 日にサンプルを採取し、そ

れから 9 か月経過した時点では、全てのサンプルにおける支配的な放射性核種は 134Cs と

137Cs であった。土壌サンプルに起因する外部実効線量の推定値は発電所から 20km 圏内

で 0.42～7.2mSv/h（3.7～63.0mSv/y）、20～30km 圏内で 0.0011～0.38mSv/h（0.010
～3.3mSv/y）であった。今回の調査では、川内村、特に発電所から 20～30km 圏内では

放射線のレベルは十分に低下しつつあることが示された。従って、環境モニタリング、そ

して不必要な被ばくを低減するための除染や食品の摂取制限等の対策をとることで、自宅

への帰還は可能である。川内村のケースは、発電所事故後の自宅への帰還の最初のものと

なるであろう。 
 
［詳細とりまとめ］ 
 
(1) 背景・目的 
福島事故の影響を受け、発電所から半径 20km 以内は立ち入り禁止区域とされた。事故

後６か月経過し、発電所から 20～30km 以内の緊急時避難区域の指定を取り消した。さら

に 2011 年 12 月 16 日には、政府は発電所の状態が安定していると宣言し、発電所の事故が

終息しているとした。2012 年 1 月 31 日には、川内村の村長が、発電所から 30km 圏内に

ある制限区域では、放射線のレベルは十分低くなったとして住民は帰還できると宣言した。

しかしながら、発電所周辺では依然として帰還は進んでいない。 
 これらの地域の自宅へ帰還するためには、環境汚染のレベルを評価し、被ばくのリスク

を評価することが極めて重要である。それらについての事故後の初期の状況についての報

告はあるが、川内村のような地域に帰還することによる被ばくがもたらすリスクについて

評価した報告はない。そのため、それらの地域の現状について評価するため、川内村の居



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

付属 2.3-6 
 

文献番号：09-A06-02(PubMed-13) 

文献名：「福島原子力発電所事故後における福島県及びその隣接地域の成人住民における

食事を経由した放射性セシウムの摂取：2011 年 12 月における 24 時間食品陰膳調査」 

出典： 

Harada KH(1), Fujii Y, Adachi A, Tsukidate A, Asai F, Koizumi A.  

“Dietary intake of radiocesium in adult residents in Fukushima prefecture and 

neighboring regions after the Fukushima nuclear power plant accident: 24-h 

food-duplicate survey in December 2011.” 

Environ Sci Technol. 2013 Mar 19;47(6):2520-6. doi: 10.1021/es304128t. Epub 2013  

Feb 27. 

（概要） 

S2011 年 3 月に発生した福島第一原子力発電所事故以来、政府は暫定的な規制限度を超

えて汚染した食品をスクリーニングし、市場から排除してきた。この研究は、2011 年 4

月の時点で 3 地域から募集した成人の食事を経由した Cs-134,137、そして比較のため自

然界の K-40 による被ばく線量を緊急に評価ことを目的とした。24 時間食品二重サンプ

ル 53 セットが福島県及び隣接する地域から収集された。Cs-134,137 及び K-40 のレベル

は Ge 検出器で測定された。放射性セシウムの摂取を目的として食品二重サンプルの項目

が記録され、分析された。福島での 26 サンプルのうち 25 サンプルから放射性セシウム

が検出された。放射性セシウムの中央値は 4.0 Bq/日（レンジ：<0.26-17 Bq/日）であっ

た。1 年間を通じて放射性セシウムの 1 日当たりの摂取量は一定であると仮定して年線量

が計算され、その中央値は 23μSv/年（レンジ：<2.6-99 Bq/年）であった。福島の線量

レベルは関東及び西日本より有意に高かった。ステップワイズ多重線形回帰分析により、

福島の参加者 26 人の食事を経由した Cs-137 の主な摂取経路は福島産の果物とマッシュ

ルームであることが判明した。地方で生産された柿及びリンゴ（n=16）の C-134,137 の

放射能濃度の平均値（±SD）は、それぞれ 23±28 Bq/kg 及び 30±35 Bq/kg であった。

予備的に評価した福島住民の食事を経由した線量レベルは、食品中の放射性セシウムに

関する日本の新基準の限度にもつづく最大許容線量 1mSv/年よりかなり低かった。これ

からの研究では被ばく評価はバイアスを排除する確率標本抽出で精査されるべきであ

る。 

 

［詳細とりまとめ］ 

(1) 背景・目的 

 ①2011 年 3 月 11 日の地震・津波発生後、3 月 12-15 日に福島第一原子力発電所事故で放

射性物質が北部と海洋方向に放出された。事故施設の放射性雲の直接的脅威は去った

が、長半減期放射性核種の沈着や土壌汚染には深刻な懸念（とくに、食品汚染）があ

る。 



 

 

 
 

 

付属 2.3-11 
 

文献番号：10-A07-03(JGLB-01) 
文献名：「福島事故後の放射性物質を含む食物や土の摂取及び大気中放射線によるリスク

評価」 
出典： 
Aiichiro Fujinaga1, Minoru Yoneda and Maiko Ikegami, 
“Risk Assessment of the Intake of Foods and Soil With the Radionuclides and the Air 
Radiation Dose After the Fukushima Nuclear Disaster” 
J. Eng. Gas Turbines Power 136(8), 082901 (Feb 28, 2014) (7 pages) 
Paper No: GTP-13-1105; doi: 10.1115/1.4026811 
History: Received April 19, 2013; Revised January 25, 2014 
（概要） 
福島原子力発電所事故で拡散した放射性核種による被ばく経路を評価し、そのリスクを全

体的な被ばく経路に基づいて評価した。その被ばく経路としては、食物摂取、土壌の吸引、

及び外部被ばくを含む。本研究では、この災害による空間線量は、0.2μSv/y 以下であり、

管理すべき食物消費による被ばくは 1mSv/y 以下とされている。しかしながら、生涯線量

を 100mSv 以下に抑制するため、放射性物質の崩壊と拡散を考慮すると、mSv/y の被ば

く線量に維持することで十分である。 
 
 
 
［詳細とりまとめ］ 
(1) 背景・目的 
福島事故後、厚生労働省は食品汚染に関して暫定規制値を示したが、2012 年からはより

厳しい新しい参照基準値を適用してきている。そのため、食品中の放射能測定は増加して

きている。しかしながら、内部被ばく及び外部被ばくを総合的に評価することは困難であ

る。従って、内部被ばく及び汚染された土壌による外部被ばくを評価するため、汚染食品

の摂取、汚染された土壌の吸引や摂取による内部被ばく、そして外部被ばくの全ての被ば

くルートを評価し、どのレベルの被ばくであれば許容できるかを検討するための根拠とす

ることとした。さらに、汚染が生涯続くと仮定し、2011 年 3 月以降の生涯がんリスクに被

ばくがもたらす影響を評価した。 
 



 

 

 

付属 2.3-15 
 

文献番号：12-A08-04(PubMed-55) 
文献名：「福島原子力事故が海洋生物及びシーフード消費者に及ぼす放射線量及びリスク

の評価」 
出典情報： 
Fisher NS, Beaugelin-Seiller K, Hinton TG, Baumann Z, 
Madigan DJ, Garnier-Laplace J. 
“Evaluation of radiation doses and associated risk from the Fukushima nuclear 
accident to marine biota and human consumers of seafood”, 
Proc Natl Acad Sci U S A. 2013 Jun 25;110(26):10670-5. doi:10.1073/pnas.1221834110. 
Epub 2013 Jun 3. 
（概要） 
2011 年 3 月発生した地震と津波によって損傷した福島第一原子力発電所から放出された

放射性核種が、常住海洋動物と移住性の太平洋黒マグロから検出された。この情報の公開

は世界的な広がりを持って公衆の不安と関心を引き起こし、また 2011 年 8 月にはカルフ

ォルニア沖で捕獲された太平洋黒マグロからも、天然起源の放射性核種の濃度よりも低か

ったが、放射性核種が検出された。放射能の潜在的健康障害に関連して、福島由来と天然

起源放射性核種に対して、海洋生物相と魚の消費者に対する線量を計算した。その結果、

天然起源アルファ放射 Po-210 が支配的で、福島由来の線量はその 3～4 桁低かった。生

態系の最も低い基準である防護レベル（10μGy/h）に対しおよそ二桁低かった。アメリ

カ合衆国での汚染された太平洋黒マグロの消費による追加線量は、平均的消費者と漁業者

それぞれに 0.9 と 4.7μSv と計算された。これらの線量は、人類が多くの食品の摂取で常

時天然起源放射性核種から、飛行機旅行から、そしてその他バックグランド線源から受け

ている線量と同等かそれ以下である。人の低線量電離放射線によるがんのリスクに関して

は未だ不確かな点があるものの、太平洋黒マグロを食べて受ける線量による致死がんのリ

スク増は 10,000,000 分の 2 と推定することができる。 
 
［詳細取りまとめ］ 
１．背景と目的 
①最近、破壊された福島第一原子力発電所から放出された放射性核種の存在を報告する

記事が世界的な注目を浴びてきている。例えば、日本からカルフォルニア海域へ回遊

した太平洋黒マグロ（以下、PBFT）に Cs-134 と-137 が検出されたという記事は世界

中の 1,100 以上の新聞紙上で、またいろいろなインターネット、TV、ラジオ放送でも

取り上げられた。②政府はやこれらの記事の著者も、放射能濃度は全て国家食品安全

限度より十分に低いという声明を出したが、これに対してメディアと公衆は適応でき

なかった。実際のリスクと公衆が認知するリスク間のミスマッチは一部であるかもし

れない。何故なら、これらの研究は海洋生物圏の生物相の放射能濃度については報告



 

 

 

付属 2.3-20 
 

文献番号：20-A11-05(PubMed-12) 

文献名：「福島における陰膳方式（duplicate diet method）で評価された放射性物質の摂

取」 

出典： 

Sato O(1), Nonaka S, Tada JI. 

“Intake of radioactive materials as assessed by the duplicate diet method in 

Fukushima.” 

J Radiol Prot. 2013 Dec;33(4):823-38. doi: 10.1088/0952-4746/33/4/823. Epub 2013 Oct 

1. 

（概要） 

福島第一原子力発電所の２号炉から大量の放射性物質が放出された。放出放射能の影響を

受けた地域に住んでいる人々が汚染された食物を定常的に摂取することによる、内部被ば

くに関する懸念が高くなっている。それらの人々が心配する必要があるかどうかを評価す

るため、コープ福島により、日常の食事をボランタリーに提出してもらい、食事に含まれ

る放射性セシウムについての広範な調査が行われた。陰膳方式により、2011 年 11 月から

2012 年 3 月まで、2012 年 6 月から 2012 年 9 月まで、100 家族を対象とした調査を行っ

た。200 食のうち 12 で Cs-134/Cs-137 の濃度が 1Bq/kg を超えていた。本調査でもっと

も高いセシウム濃度の食事を摂取したとしても、年間の預託実効線量は 0.1mSv を超える

ものではない。 

 

［詳細とりまとめ］ 

 

(1) 背景・目的 

福島事故後、食品汚染対策として政府は暫定規制値を示し、さらに翌年にはより厳しい新

しい規制値を示して事故対策を進めた。事故による汚染は深刻なものであったが、周辺住

民の人々は事故直後のショックから次第に立ち直り、地域社会における外部被ばくを低減

するための復旧作業に着手した。しかしながら、特に赤ん坊や子供を持つ人達にとっては、

内部被ばく問題は重要な懸念であった。そのような懸念は、環境モニタリングや放射性セ

シウムによる内部被ばく評価のための体制が、人々が要求に合致するようには実施されな

かったため、次第に悪化してきた。 

コープ福島は県内において小売業を行う消費者協同組合であり、県内の３分の１の家庭

が加盟している。組合員の多くが、放射性セシウムに汚染されている可能性があるとして、

食品の安全性について心配している。従って、コープ福島は、事故の影響を受けた地域に

住む人々の懸念を和らげることを目的とし、組合員が食している実際の食事における放射

性セシウム濃度を測定する調査を計画した。 

 



 

 

 

付属 2.3-23 
 

文献番号：22-A12-06(PubMed-24) 
文献名：「福島第一原子力発電所災害後の内部放射線被ばくの主な要因としての、事故直

後の放射性核種の急性摂取」 
出典情報： 
Masaharu Tsubokura, MD1,2,3; Kenji Shibuya, MD, DrPH4; Shigeaki Kato, PhD2; et 
al Tomoyoshi Oikawa, MD, PhD3; Yukio Kanazawa, MD, PhD3 
“Acute Intake of Radionuclides Immediately After the Incident as the Main 
Contributor of the Internal Radiation Exposure After Fukushima Daiichi Nuclear 
Disaster” 
JAMA Pediatr.  2013;167(12):1169-1170. doi:10.1001/jamapediatrics.2013.2311 
（概要） 
手法 
東京大学医科学研究所の審査委員会はこの研究を承認し、全参加者から書類で同意を得て

いる。全内部被ばくの代表核種として知られている Cs-134,137 による被ばくに関するボ

ランタリー・スクリーニング計画が 2011 年 9 月 26 日に開始された。この計画は全ての

南相馬の 6 歳以上の住民が参加して全身カウンター（WBC：FASTSCAN モデル 2251：
キャンベラ製）による測定が行われた。2011 年 9 月から 2012 年 9 月までの期間、有意

な被ばくが検出された人の毎月のパーセンテージが計算された。 
結果 
この研究には子供 3992 人（1975 人は少女；49.5%）が登録され、2010 年の南相馬の該

当する人口の 66%に相当する。そのうち子供 2831 人（71%は）検査当時南相馬に住んで

いた。年齢の中央値は 11 歳（レンジ：6-15 歳）で、325 人（8.1%）はセシウムが検出さ

れたが、その他の核種は検出されていない。毎月のセシウム検出率は図に示されている。

2011 年から（57.5%）から 2012 年 9 月（0%）にかけて明らかに減少傾向がみられる。

そして 2012 年以降はゼロが続いている。災害以降は継続的にセシウムを摂取していると

仮定して、全セシウム被ばくを預託実効線量に換算したが、預託実効線量は全ての参加者

が 1mSv 以下であった。 
 
［詳細とりまとめ］ 
(1) 背景・目的 

福島第一原子力発電所事故は、機器の破損、燃料溶融、そして放射性物質を環境中へ放

出し、周辺住民の健康影響の懸念をもたらすという一連の出来事をもたらした。福島南相

馬において、放射性セシウムによる内部被ばく（IRE）のレベルについて報告した。しかし

ながら、その被ばくが低いレベルの状態が継続しているのか、或いは高いレベルから減少

しているかは明確ではない。この問題を明らかにするため、南相馬住民における IRE の変

化について、１５歳までの子供集団の体内における放射性セシウムの生物学的半減期は、



 

 

 

付属 2.3-26 
 

文献番号：30-A15-07(PubMed-20) 

文献名：「福島第一原子力発電所事故の被災地住民の、食物摂取介入による放射性物質に

よる高レベルの体内汚染の低下」 

出典情報： 

Tsubokura M(1), Kato S(2), Nomura S(3), Gilmour S(4), Nihei M(5), Sakuma Y(5),

Oikawa T(6), Kanazawa Y(6), Kami M(1), Hayano R(7). 

“Reduction of high levels of internal radio-contamination by dietary intervention in 

residents of areas affected by the Fukushima Daiichi nuclear plant disaster: a case 

series.” 

PLoS One. 2014 Jun 16;9(6):e100302. doi: 10.1371/journal.pone.0100302. 

eCollection 2014. 

（概要） 
原子力災害により放射性物質に汚染された地域住民の長期的な体内汚染レベルを低く保

つことは公衆衛生上の関心事である。一方、体内汚染の効果的な低減方法は未だよく分か

っていない。 

我々は汚染した環境から高いレベルの体内被ばくをした人のレベルを低減するため、ボラ

ンタリーの放射線汚染スクリーニングとカウンセリング計画の一環として、汚染が疑われ

る食品を特定し、南相馬市立総合病院及び平田中央病院で慎重な食物摂取介入を実施し

た。住民 30,622 人を調査し、このうち 9 名から 50Bq/kg の Cs-137 が検出された。これ

らの住民の初期の平均体内放射能は 4,830 Bq/全身（レンジ：2,130-15,918 Bq/全身）及び

69.6 Bq/kg（レンジ：50.7-216.3 Bq/kg）であった。汚染レベルの高い人全員は、放射線

検査をしていない家庭菜園物を食べたり、度々天然マッシュルームを採取したり、家庭の

原木でマッシュルーム栽培していた。 

彼らは、主に流通している食品を使うことや出荷が制限されているマッシュルーム、山の

幸そして野生の肉は食べないように忠告された。介入後数か月経って Cs のレベルの再検

査が行われたが、全ての住民の体内汚染は劇的に低下していた。福島の住民の大部分は、

体内放射線被ばくレベルは最小だったようだが、知らないうちに高汚染食品を食べた一部

の人たちは高レベルの体内汚染を示した。高レベルの体内汚染住民には食物摂取の嗜好に

類似性が見られる。事前事後のカウンセリングにもとづく介入やリスクのある食物摂取に

ついて医療提供者からの食物摂取アドバイスは住民の食物摂取のあり方を変えうる一つ

のオプションであり、結果として Cs の体内被ばくの低減となる。 

 

［詳細とりまとめ］ 

(1) 背景・目的 

 ①放射線被ばくは、長期健康リスク増加の可能性があり、それは個人被ばく線量に関係

し、事実、チェルノブイリ原子力発電所事故の汚染地域で深刻な健康上の脅威が起き



 

 

 

付属 2.3-31 
 

文献番号：33-A16-08(PubMed-19) 

文献名：「2011 年以後の福島市、東京及び大阪の市民における食物を経由した放射性核種

の評価」 

出典情報： 

Murakami M(1), Oki T(1). 

“Estimated dietary intake of radionuclides and health risks for the citizens of 

Fukushima City, Tokyo, and Osaka after the 2011 nuclear accident.” 

PLoS One. 2014 Nov 12;9(11):e112791. doi: 10.1371/journal.pone.0112791. eCollection 

2014. 

（概要） 
2011 年に発生した福島第一原子力発電所事故で環境に放出された放射性核種は健康リス

クを与えている。この調査では、飲料水、食品から I-131 及び Cs-134,137 を摂取した福

島市（福島原子力発電所から～50km で避難対象地域外）、東京（～230km）及び大阪（～

580km）市民の最初の 1 年の平均被ばく線量を評価した。福島市民については二つのシナ

リオを仮定した；ケース 1：市民がマーケットから買った野菜を消費、ケース 2：地元栽

培野菜を消費（安全側のシナリオ）。Cs-134,137 の実効線量は、買い物かごと食品二重複

調査の実効線量とよく一致した。I-131 の食物摂取による成人の平均甲状腺等価線量は、

福島市で 840μSv（ケース 1）、2700μSv（ケース 2）、東京で 370μSv、大阪で 16μSv

であった。Cs-134,137 の平均実効線量は、それぞれ 19μSv、120μSv、6.1μSv、1.9μ

Sv であった。この研究で評価された線量は、検証と地域の食品流通を十分に考慮してな

い、特に食品流通が重要であるが、WHO と UNSCEAR から報告された線量よりかなり

低かった。95 パーセンタイルの実効線量は平均線量の 2-3 倍であった。食物摂取による

甲状腺がんへの生涯寄与リスク（LARs）は福島市で 1.7-37×10-6（ケース 1）、6-79×10-6

（ケー2）、東京で 0.73-13×10-6、大阪で 0.04-0.49-1.3×10-6 であった。食物摂取による

甲状腺がんへの生涯寄与リスクは、福島市ではそれぞれ全被ばく線量の 5.4-11％-12％（ケ

ース 1）と 11%-25%（ケース 2）であった。 

 

［詳細とりまとめ］ 

(1) 背景・目的 

 ①2011 年 3 月 11 日の地震・津波発生後、3 月 12-15 日に福島第一原子力発電所事故で放

射性物質が北部と海洋方向に放出された。事故施設の放射性雲の直接的脅威は去った

が、長半減期放射性核種の沈着や土壌汚染には深刻な懸念（とくに、食品汚染）があ

る。 

 ②規制当局は、地産の汚染食品の市場流入規制、限度超え採取食品品目の流通制限を実

施している。しかし、食品項目別の放射能含有量（Bq/kg ）は、市場希釈効果や利用

可能な食品の多様性から、県民の日線量を必ずしも反映していない（課題提起）。 



 

 

 

付属 2.3-36 
 

文献番号：34-A17-09(DO-01) 

文献名：「福島原子力発電所事故前及び事故後における日本の食品を対象とした放射性核

種モニタリングデータの分析」 

出典情報： 

Stefan Merz, Katsumi Shozugawa, and Georg Steinhauser 
“Analysis of Japanese Radionuclide Monitoring Data of Food Before and After the 
Fukushima Nuclear Accident”, 
Environmental Science Technology, 2015, 49, 2875−2885 

（概要） 
これまで前例のないような食品中の放射性核種モニタリングキャンペーンの一環とし

て、日本政府は福島事故後の食品の安全を確保するための活動に着手した。本研究では、

膨大なデータ・セットの一部、特に事故後１年間の食品中の放射性セシウムの濃度につ

いて分析を行う。野菜中の放射能濃度は、キヤンペーンが開始されてすぐにピークとな

り、その後すぐに減少したため、2011 年の夏の初め頃には、規制限度を超すのはわずか

なサンプルのみであった。その後、環境中での濃縮性の高いマッシュルームや乾燥食品

で許容限度を超える結果が報告された。食肉のモニタリングは、特に福島県以外ではか

なり遅れて開始された。家畜体内での蓄積期間の経過後、食肉の汚染レベルは 2011 年 7
月にピークを迎えた。汚染レベルはすぐに低下したのであるが、2011 年 9 月には再びピ

ークを迎えており、これは主として豚肉（放射性セシウムが濃縮されることが知られて

いる）の汚染によるものであった。水道水の汚染は低く、水道水に対する制限は、2011
年 4 月までには停止された。福島事故以前の Cs-137 及び Sr-90 による食品の汚染レベル

（大気中核実験によるもの）は、その多くが 0.5Bq/kg より低いものであるが、食肉で主

に Cs-137 の濃度が高く、野菜では Sr-90 の濃度が高い。バックグラウンドの放射性 Sr
及び放射性 Cs との相関では、福島事故後に設定された規制上は Sr-90 の濃度の Cs-137
濃度に対する割合が 10%という仮定は、Sr-90／Cs-137 が時間とともに高くなったこと

もあり、リスクの高い仮定となった。この点は、現在の日本の食品安全規制で考慮して

いくべきことであり、現在の基準は日本の食品中の Sr-90 の量を低く評価していること

になるからである。 

 
［詳細とりまとめ］ 
(1) 背景・目的 
 ①福島事故後実施された食品モニタリング活動では膨大な量のサンプルの測定が実施さ

れたが、その関心事は暫定的に設定された基準値に適合するかどうかにあり、ウェブ

上で公開されるデータについて十分な分析は行われなかった。 
 ②食品モニタリングに関するこれらの膨大な量のデータを分析する、初めての研究プロ

ジェクトを開始させた。 



 

 

 

 
 

付属 2.3-41 
 

文献番号：37-A18-10(PubMed-52) 

文献名：「シイタケの出荷ロットにおける放射性セシウム汚染状況と検査結果」 

出典情報： 

Tsuchiyama T, Miyazaki H, Terada H, Nakajima M. 

“Observed distribution of radiocaesium contamination in shiitake lots and variability 

of test results”, 

Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess. 2015;32(2):205-13. 

doi: 10.1080/19440049.2014.990996. Epub 2015 Jan 8. 

（概要） 

原木栽培椎茸は、放射性セシウムを濃縮することが知られている。福島第一原子力発電所

事故以来、農産物やそのほかの食品に比べ原木栽培の椎茸は限度を超えるものが多くなっ

てきた。椎茸の放射性核種による汚染を検査する場合、出荷ロット中の異種の汚染による

そのサンプル計画の妥当性がかなり曖昧になる可能性がある。現在、原木栽培椎茸の統計

的特性に関するデータは僅かしかない。この研究では、放射性セシウムで汚染された椎茸

の出荷ロットを特定し、ロット内の放射性セシウム濃度分布を調査した。椎茸の出荷ロッ

トの誤分類リスクは、モンテカルロシミュレーションにより導出された動特性曲線より予

測した。種々のサンプル計画の結果も評価した。この研究では、誤分類リスクの許容可能

なレベルについて有用な情報を提供する。 

 

［詳細とりまとめ］ 

 

(1) 背景・目的 

①一般的にマッシュルームは、その栽培床から金属元素を吸収してその内部で蓄積する

性質を持っていることが知られている。その程度については、様々な要因が作用して

いるが、最も広く消費されている「椎茸」で Cs-137 の濃度が高いとの報告がある。椎

茸は通常は原木栽培されており、出荷までの栽培期間は 1.5 年とされ、他のマッシュル

ームよりも生育期間が長く、より多くの放射性セシウムを蓄積する可能性がある。原

木栽培椎茸を出荷する際の検査で、その出荷ロットが基準に適合するかどうかを検査

する必要があるが、汚染が不均質に分布しており、サンプリング手順に非常に問題が

生ずる。マッシュルームの同じ品種のなかでも、濃度が大きく変化しているとの報告

がある。金属元素の生物濃縮については、十分には知られておらず、隣接する地域で

あっても、金属元素の濃度は大きく変わることが報告されている。 

 

②不均質性が大きくなるほど、ロット内の特徴を正確に反映させるためにはより多くの

サンプルを抽出する必要がある。現在、原木栽培椎茸の放射性セシウム汚染分布の統

計的特徴を示すデータはほとんどない。椎茸ロット内の不均質性についての情報がな

付属 2.3-45 
 

文献番号：43-A20-11(PubMed-07)  

文献名：「福島第一発電所事故後の川内村で採取された野生キノコ中の放射性セシウム濃

度」 

出典： 

Nakashima K(1), Orita M(1), Fukuda N(2), Taira Y(3), Hayashida N(4), Matsuda 

N(5), Takamura N(1). 

“Radiocesium concentrations in wild mushrooms collected in Kawauchi Village after 

the accident at the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant.” 

PeerJ. 2015 Nov 24;3:e1427. doi: 10.7717/peerj.1427. eCollection 2015. 

（概要） 

1986 年のチェルノブイリ原発事故後、放射性セシウムが野生キノコに濃縮することはよ

く知られている。この調査で、地域住民の体内被ばくリスクを評価するため福島第一原

子力発電所から 30km にある福島県川内村で採取した野生キノコを採取し、放射性セシ

ウムの濃縮度を評価した。その結果、154 個のキノコ中 125 個から 100Bq/kg 以上が検

出された（81.2%）。これらのセシウムのデータをもとに日本人の平均年摂取量を 6278g(> 

20 歳、17.2g/日摂取)をとして計算した結果、預託実効線量は 0.11-1.60mSv となった。

もし住民が汚染食品を数回食べたとしても、預託実効線量は限定されるが、事故後の福

島復興のためには食品、飲料水および土壌の放射性セシウム測定結果にもとづく包括的

なリスクコミュニケーションは必要なものと考える。 

 

［詳細取りまとめ］ 

(1) 背景・目的 

 ① 2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大地震は津波を引き起こし、両者が相まって福

島第一原子力発電所（FNPP）事故が引き起こされた。その結果、大量の放射性核種が

環境に放出された。UNSCEAR は 131I、134Cs、および 137Cs の放出量をそれぞれ 120.0、

9.0、および 8.8 PBq と推している。 

 ② 事故発生とともに国と自治体は農作物など食品中の放射能のモニタリングを始め、

同時にモニタリングの結果に基づいて、例えば汚染食品の流通や消費の禁止など種々

の規制を行った。全体として規制はうまく機能し、結果として住民の内部被ばく線量

は低く保たれた。 

 ③ これに対し、1986 年のチェルノブイリ原発事故後に放射性セシウムが野生のキノコ

に濃縮されていたことが知られていたことから、内部被ばくへの野生のキノコの寄与

に着目し、そのモニタリングが十分に行われていなかったことも考慮して、特定地域

（川内村）における野生キノコの放射性セシウム濃度の評価とそれによる住民の内部

被ばく線量を推定した。 

 



 

 

 

付属 2.3-49 
 

文献番号：47-A22-12(DO-03) 
文献名：「福島事故後 1 年間における福島事故後食品モニタリング・キャンペーンの効果

の評価：一つの仮説」 
出典情報： 
Georg Steinhauser, 
“Assessment of the effectiveness of the post-Fukushima food monitoring campaign in 
the first year after the nuclear accident: A hypothesis”, 
Journal of Environmental Radioactivity 151 (2016) 136-143 
（概要） 
本研究の目的は、福島事故後の食品モニタリング・キャンペーンは許容限度を超して汚染

された食品が消費者に届く件数を低減することに成功したかどうかを評価することであ

る。本研究における仮説とは、市販後（post market）食品がこの目的に利用できるとす

るものであり、放射性核種（Cs-134、Cs-137）についてスクリーニングされた食品項目の

全体における市販後食品（p）と許容限度を超す市販後食品（p’）を比較する。実際には、

許容限度以上のレベルにある品目において（p’/p<1）、ほとんどの野菜生産品の割合は大き

く減少しており、モニタリング・キャンペーンの効果が高いことを示している。しかしな

がら、お茶については、評価結果ではキャンペーンの効果が低い（p’/p≒1）ことを示され

ている。牛肉については、許容限度を超すサンプルのうち市販後食品の割合は、測定され

たサンプル全体における市販後食品の割合より高く（p’/p>1）、牛肉についてのキャンペー

ンの効果が低かったことを示している。著者は、政府のモニタリング・マニュアル（第２

の優先順位に適合するものだけを対象とする）に従うことで、急な上限を超す汚染食品の

出現に準備のできていないモニタリング当局が遭遇し、牛肉に対するより密度の高いモニ

タリングの実施が数週間遅れることになる。その時でも許容限度を超す食品が市場に入り

込んでいることになる（この期間のモニタリングが市販後のものを対象としていることが

その原因である）。従って、許容限度以上のいくらかの牛肉が、公衆によって消費される

ことになる可能性がある。他の肉生産品については、市販後サンプルの割合が極めて低い

ため、モニタリング・キャンペーンの効果の検証が困難である。全体として、モニタリン

グは、肉類にたいしてより、野菜についてはより効果的であると考えられる。 

 
［詳細とりまとめ］ 
(1) 背景・目的 
 ①福島第一事故後、食品モニタリングは高い優先順位で扱われ、食品安全確保上、日本

政府当局が食料品目数万の放射能分析結果を編成した膨大なデータセットを基に、著

者らは先に、その放射性環境動態と食品中 90Sr 濃度に係る過小評価課題を報告した。 
 ②食品汚染で 1mSv/年超え公衆は少ないとの結論の一方、店頭の基準値超え食品が指摘

され、食品モニタリング計画の有効性を疑問視する向きもある。生鮮食品は米と違い



 

 

 

 
 

付属 2.3-54 
 

文献番号：50-A23-13(PubMed-40) 

文献名：「日本における放射能汚染対策の現状：政策についての分析」 

出典情報： 
Gilmour S(1), Miyagawa S(2), Kasuga F(3), Shibuya K(1). 
“Current Measures on Radioactive Contamination in Japan: A Policy Situation 
Analysis.” 
PLoS One. 2016 Mar 23;11(3):e0152040. doi: 10.1371/journal.pone.0152040. 
eCollection 2016. 
（概要） 
背景： 

2011年 3月 11日に発生した東日本大地震とそれに引き続いて発生した福島第一原子力発

電所の災害は、周辺環境を放射能で汚染した。事故直後の惨状の中で、政府は放射能汚染

食品に厳密な対策をとり、放射能汚染モニタリング行動を強化した。日本は世界保健機構

（WHO）の食品媒介疾患不可疫学参照グループ（FERG）の主導的立場の国であり、こ

の主導的な立場を通して食品流通ネットワークの中で化学物質や毒物について政策的影

響を与えるような報告をする機会を持っている。原子力事故は非常にまれで、福島第一原

子力発電所事故に対する日本政府の対応政策を分析することは日本の科学者の責任であ

る。この研究は、放射能汚染リスク低減に対する日本政府の政策を評価し、将来起る可能

性のある放射線事故に対する可能な限りの対策を確保するため、食品行政方針の強化戦略

を明確にすることにある。 

 

方法と結果： 

我々は、内閣府、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省および食品安全基準に関係す

る地方政府が公表している政策資料と 3 月 11 日以降に放射線汚染基準に関連した変更事

例を調査した。われわれは、食品の出荷と販売制限、許容可能な放射能汚染限度、モニタ

リング活動とその結果に関する情報を抽出した。一般食品は放射性セシウム

(Cs-134,137)、100Bq/kg、幼児用の人工とすべてのミルク製品は 50 Bq/kg、飲料水は 10 

Bq/kg とする基準が食品衛生法のもとで 2012 年 4 月に制定された。一方、放射能汚染に

関する暫定基準は原子炉事故発生以来適応されていた。放射線汚染のリスクのある地域で

は商用販売と特定食肉、野菜、魚製品の制限が解除された。放射能汚染食品の拡散を抑え

るため、各地方で主に出荷以前に加工食品中の放射性物質のモニタリング実施された。

2011 年 3 月から 2012 年 3 月までに非商用と商用商品につて 133,832 点の検査が行われ

た。このうち 1,204 点（0.9％）が暫定基準を超えていた。2012 年 4 月からは 278,275

点の検査が行われ、2,372 点（0.9％）が改定基準を超えていた。厚生労働省が実施した、

2014 年 2 月から 3 月に全国 15 地点での代表的な食品買い物かご調査では、食事による

放射性セシウムの摂取は(0.0007-0.019 mSv/年)非常に低かったと推定されている。原子

炉事故の影響を受けている海岸地域の魚製品のモニタリング結果から、汚染は限定されて

いて、福島県外の生鮮漁の放射能汚染は減少していることが分かった。魚のモニタリング



 

 

 

 

付属 2.3-55 
 

は範囲が制限されていて:ほんのわずかな魚種しか対象にされています。 
 
結論： 
地域を特定して生産と流通を禁止することは、日本の食品市場では放射性汚染を防ぐ有効

である。最近、日本では食品の小売り店での放射性セシウム汚染について大きな関心は払

われなくなっている。食品検査の優位付や県特定の制限の見直しについて透明性のある、

目的を持った枠組みが必要とされている。天然の魚と海産物のモニタリングは規則化され

るべきであり、情報も公開しアクセス可能にすべきである。モニタリング活動は食品安全

のリスクはもはやないことを確認するまで拡大すべきである。生産者と消費者の相談は、

彼らの関心事が適切で透明性のある方法で正規の政策見直しに取り入れられる事を保証

するためにももっと様式化されるべきである。事故後食品管理と暫定的放射能汚染限度の

施行に関する利用可能な情報が限られていたにもかかわらず、最近の日本の政策は国民を

商業食品市場からの放射能汚染リスクらか防護するに十分である。 
 

 
［詳細取りまとめ］ 
１．目的と背景 
①2011 年 3 月 11 日の福島第一原子力発電所の事故は、日本の食品安全政策を大混乱さ

せた。この事故は東日本大地震と津波の後に発生し、その規模は国際基準によればレ

ベル 7 とされている。この事故ではチェルノブイリ事故の約 10％の放射性物質が放出

され、周辺住民の避難が余儀なくされ、また、原子力発電所の風下の土地が汚染され

た。 
②避難前または避難中に放射性物質による放射線汚染に関して、事故後 6 ケ月経って、

セシウムによる体内汚染についての初期の評価作業が急遽スタートし、リスクと被ば

くレベルは低いことが報告された。 
③その後の調査で放射線被ばくのリスクは、体内汚染の増加のリスク要因である汚染食

品、特に野生で採取または捕獲された食品の消費による被ばくに関連して引き続いて

下がっていることが分かった。 
④事故から直接影響を受けた地域の子供たちの体内汚染レベルは今では無視できる程度

であり、このような事象は小売市場の食品管理が効果的であったことと関連している。 
⑤原子力産業史上レベル 7 の事故は 2 回起きている。この事故以前にはアメリカ合衆国

のスリーマイル島と旧ソ連のチェルノブイリである。この時代には洗練された疫学調

査技術はなく、独立した環境調査ができなかった。チェルノブイリ事故による放射性

物質はヨーロッパ全土に拡散したが、一方では事故後数年間は体内汚染のリスクを評

価できなかった。 
⑥福島第一原子力発電所の事故の場合は、原子炉事故に対するベストな食品政策に関す

付属 2.3-61 
 

文献番号：56-A27-14(PubMed-04) 

文献名：「日本における食品中の現在の放射性セシウム限度」 

出典： 

Iwaoka K. 

“The Current Limits for Radionuclides in Food in Japan.” 

Health Phys. 2016 Nov;111(5):471-8. doi: 10.1097/HP.0000000000000562. 

（概要） 

福島第一原子力発電所の事故後、日本ではセシウムによる食品汚染に関しては一般公衆の

国際基準である放射線被ばく限度、実効線量 1mSv/年もとに放射性セシウム-134，137 に

ついて次の限度が設定された。 

一般食品：100Bq/kg 

ミルクおよび乳児食品：50Bq/kg 

飲料水：10Bq/kg 

これらの限度を超えた場合、食物の回収や制限対策が実施された。その結果、事故後およ

そ 1 年たった時点での実際の放射性セシウムによる実効線量は 0.01mSv/年を下回った。

しかしながら、現存する情報を総合的に論評した文献の中でこれらの限度の現状に関する

情報は少ない。この論文では、これら限度の考え方、その根拠及び食品モニタリングの結

果を論評している。この情報は今後事故が起きた場合、また現在の限度を理解するうえで、

さらに汚染食品からの放射線被ばくに対する一般公衆の不安を緩和する一助となるだろ

う。 

 

［詳細取りまとめ］ 

(1) 背景・目的 

  2011 年 3 月に発生した東京電力福島第一原子力発電所（FDNPP）事故は大量の放射

性核種の環境放出をもたらした。防護措置の一つとして食品規制が必要となり、厚生労

働省（以下、厚労省）は、当時の原子力安全委員会が緊急時原子力防災のために定めて

いた「飲食物摂取制限に関する指標について」の中で述べられている指標値を 2011 年 3

月 17 日に暫定規制値として採用した。基本的に、飲食物摂取に関する介入線量レベルと

して年間 5ｍSv を考え、それに基づいた数値である。その後、厚労省の食品安全委員会

において指標の検討が行われ、暫定規制値と同様に国際基準に基づきながらも、緊急時

対応というよりも長期的視点に立って年間 1ｍSv を介入線量レベルと考えるなど多くの

点で見直しを行い、2012 年 4 月に厚労省が新たに現行の食品中放射性核種規制のための

限度を定めた。 

本論文は、我が国の食品中放射性核種規制のための限度の設定の背景となる考え方、

限度の導き方、この限度に基づいてのモニタリング結果等に関し記述する。 
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付属 2.3-65 
 

文献番号：68-A34-15(PubMed-48) 
文献名：「核実験及びチェルノブイリ事故後における日本の食品中の放射性セシウム汚染

の時間経過：福島事故後の長期汚染に係る示唆」 
出典情報： 
Smith JT(1), Tagami K(2), Uchida S(3). 
“Time trends in radiocaesium in the Japanese diet following nuclear weapons testing 
and Chernobyl: Implications for long term contamination post-Fukushima.” 
Sci Total Environ. 2017 Dec 1;601-602:1466-1475. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.05.240. 
Epub 2017 Jun 8. 
（概要） 
食料品中の放射性核種の時間変化を評価することは日本の食品移管する福島事故の長期

的影響を予測する鍵となる。核実験とチェルノブイリ事故後の日本における食品とすべて

の食品中の Cs-137 について 50 年に亘り 4,000 以上の測定を実施してきている。Cs-135
の放射能濃度には、異なる農産食品の間で広く一貫した長期的な傾向がみられる。全食品

については日本のいろいろな地域の平均値については全般的にほとんど差がない結果と

なっている。福島県における核実験後のデータに対するモデルブラインテストは、すべて

の食品、ほうれん草および大根（長期テストが可能であった）中の放射性セシウムについ

て良好な予測を示している。福島事故から 2015 年までの期間、平均的な食品中の放射性

セシウムは核実験後とチェルノブイリのデータと一致していて時間経過とともに減少し

ていた。福島事故後の異なる地域のデータは地域間で食品の高い混合率を示している。す

なわち、地産食品が消費されたと仮定した場合のみに平均食品の Cs-137 について過大評

価がされたこと。福島県の非避難地域における食品中の Cs-137 による平均預託実効線量

（2011－2061 年）の予測値の平均内部被ばく線量は比較的低いことを示している。この

研究は平均的な地域の摂取線量率に焦点を当てており、地点を特定して予測をしたもので

はない。しかしながら、明らかになった時間的傾向は、避難区域の内外における農産物と

食品中の長期間に亘る放射能濃度について特定地点の予測のベースとすることができる

だろう。 
 
［詳細とりまとめ］ 
 
(1) 背景・目的 
大気中核実験の降下物がもたらした食品汚染に係る測定データは、1959 年から 50 年以

上に渡って蓄積されてきた。さらに、1986 年のチェルノブイリ事故の影響も含まれている。

これらのデータは、降下物中の Cs-137 が日本の農業に及ぼす影響について、膨大な観測デ

ータを提供している。 
研究室での実験や野外での観測等を通じて、Cs-137 が土壌粒子に吸着されることも知ら




